
土
地
の
適
正
化
に
つ
い
て

質
問  

21
世
紀
に
な
っ
た
今
も
登
記
所

の
土
地
の
記
録
の
半
分
は
明
治
時
代
の

ま
ま
。
行
政
と
し
て
は
、
国
土
を
守
る

に
は
、
国
の
土
地
を
如
何
に
保
全
維
持

管
理
を
正
確
に
図
れ
る
か
、
曖
昧
の
状

態
で
は
管
理
と
は
言
え
な
い
。
早
急
に

実
態
を
総
合
的
に
調
査
す
る
必
要
が
あ

り
、
土
地
適
正
化
を
図
る
国
土
調
査
が

重
要
で
あ
る
が
見
解
を
伺
う
。
不
用
不

急
の
土
地
は
早
く
払
い
下
げ
す
べ
き
で

あ
り
、
実
際
に
現
存
し
て
い
な
い
個
所

が
散
在
し
て
い
る
現
況
。
こ
の
こ
と
が

市
の
将
来
、
中
長
期
構
想
事
業
に
大
き

く
左
右
し
、
税
の
行
財
政
資
産
の
上
か

ら
も
均
等
で
な
く
、
早
く
条
件
整
備
す

べ
き
時
で
あ
る
。
現
段
階
で
は
非
常
に

生
ぬ
る
い
が
真
正
面
か
ら
真
剣
に
捉
え

取
り
組
む
考
え
を
問
う
。

　

国
土
調
査
法
か
ら
も
地
籍
明
確
化
を

図
る
。
関
係
機
関
と
も
協
議
し
、
土
地

改
良
区
と
も
話
し
合
い
の
上
解
決
す
る

場
所
が
多
く
あ
る
の
で
敏
速
に
対
応
す

べ
き
と
考
え
る
が
答
弁
を
。
特
に
水
原

地
区
は
出
遅
れ
て
地
域
住
民
は
生
活
の

上
で
影
響
が
起
き
て
い
る
実
状
。
先
延

ば
し
を
す
れ
ば
す
る
程
不
公
平
、
公
正

な
行
政
は
望
め
ず
税
体
系
に
大
き
く
響

い
て
く
る
。
現
在
の
調
査
要
員
で
は
少

な
く
、
予
算
の
大
幅
増
額
と
増
員
を
ど

う
考
え
て
い
る
の
か
伺
う
。
国
土
調
査

促
進
特
別
措
置
法
が
あ
り
事
業
計
画
を

実
施
す
べ
き
で
、
難
し
い
事
か
ら
避
け

る
の
で
は
な
く
四
等
三
角
点
方
式
を
活

用
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
本
気
度
は

ど
う
か
伺
う
。

答
弁  

現
在
、
水
原
地
区
の
進
捗
率
は

17
％
で
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
対
応
し

て
い
き
た
い
。
市
内
の
い
た
る
所
で
未

登
記
用
地
が
あ
り
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生

原
因
に
つ
い
て
は
相
続
の
関
係
や
境
界

の
未
確
定
等
色
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ

る
。
所
有
者
と
の
境
界
の
合
意
が
な
る

よ
う
一
層
努
力
し
、
理
解
協
力
を
い
た

だ
き
調
査
の
推
進
に
努
め
て
い
く
。
市

長
と
し
て
ご
指
摘
の
件
努
力
す
る
。
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工
事
の
進
捗
状
況
は
、
ほ
ぼ
完
了
に
近
く
、
綺
麗
に

仕
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
ト
イ
レ
も
着
工
前
と
比
べ
て

広
く
明
る
く
設
計
さ
れ
て
快
適
な
つ
く
り
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　

ま
た
、
着
工
前
に
は
床
が
湿
気
や
白
ア
リ
の
被
害
を

受
け
て
い
た
所
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
根
本
的

原
因
へ
の
対
応
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
質
問
に

対
し
、
今
は
使
っ
て
い
な
い
漏
水
し
て
い
た
配
管
が
原

因
で
あ
っ
た
が
、
既
に
配
管
は
改
修
済
み
で
あ
り
、
今

後
床
下
か
ら
湿
気
が
上
が
る
心
配
は
な
い
と
の
こ
と
で

し
た
。

　

た
だ
、
一
部
の
床
が
旧
来
の
ま
ま
で
汚
れ
が
取
れ

て
い
な
い
教
室
が
あ
り
、
予
算
の
関
係
で
や
む
を
得

な
い
こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
対
処
を
望
む
意
見
も
あ

り
ま
し
た
。

笹
神
中
学
校
耐
震
補
強
・
大
規
模
改
造
工
事
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　

各
支
所
で
は
、
市
民
生
活
関
係
（
住
民
基
本
台
帳
、

戸
籍
等
）、
税
務
関
係
（
所
得
証
明
等
）、
会
計
・
収
納

関
係
（
税
、
保
険
等
）、
福
祉
関
係
相
談
、
国
保
・
年

金
資
格
関
係
、
後
期
高
齢
者
事
業
関
係
、
そ
の
他
相
談

等
の
窓
口
対
応
や
各
支
所
特
有
の
業
務
な
ど
を
現
在
９

人
体
制
で
行
っ
て
い
ま
す
。
窓
口
対
応
件
数
は
、
延
べ

１
日
平
均
56
件
か
ら
86
件
（
複
数
の
用
事
で
の
来
庁
者

も
あ
る
）
で
、
戸
籍
・
住
民
異
動
関
係
の
対
応
が
最
も

多
く
、
次
い
で
会
計
・
収
納
関
係
、
税
務
関
係
と
続
い

て
い
ま
す
。

　

市
で
は
限
ら
れ
た
行
政
資
源
で
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
体
制
を
維
持
す
る
に
は
業
務
の
効
率
化
と
合
わ
せ
、

組
織
全
体
の
効
率
化
、
活
性
化
を
図
り
な
が
ら
必
要
な

マ
ン
パ
ワ
ー
の
育
成
・
確
保
が
必
要
で
あ
る
と
認
識

し
、
全
庁
的
な
組
織
機
構
改
革
の
取
り
組
み
の
一
つ
と

し
て
、
今
後
の
支
所
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

ま
し
た
。

　

見
直
し
方
針
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
平
成
26
年
度
か
ら
規

模
を
縮
小
、
各
支
所
６
人
配
置
で
、
取
扱
業
務
は
原
則

と
し
て
窓
口
業
務
に
集
約
（
現
場
業
務
等
は
本
庁
に
移

管
）。
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
極
力
抑
え
る
た
め
現
在
支

所
で
取
り
扱
っ
て
い
る
窓
口
業
務
は
現
状
を
維
持
。
支

所
を
総
務
課
の
所
管
と
す
る
出
先
機
関
と
位
置
付
け
管

理
職
の
支
所
長
職
を
廃
止
し
副
参
事
級
の
支
所
長
職
を

配
置
。
新
た
に
本
庁
の
必
要
な
部
署
に
「
地
区
担
当
職

員
」
を
配
置
し
、
災
害
時
や
緊
急
時
に
対
応
す
る
。
各

支
所
に
総
合
相
談
窓
口
を
設
け
、
地
域
住
民
か
ら
の
各

種
相
談
へ
の
対
応
、苦
情
の
受
付
等
を
行
う
。窓
口
サ
ー

ビ
ス
を
よ
り
円
滑
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
支
所
で
取
扱

う
全
事
務
の
事
務
取
扱
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
と
の

こ
と
で
す
。

　

委
員
か
ら
は
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
繋
が
ら
な
い

よ
う
に
住
民
の
利
便
性
を
考
え
、
特
に
高
齢
者
や
障
が

い
者
、
交
通
弱
者
へ
の
対
応
に
は
十
分
配
慮
す
る
よ
う

に
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
執
行
部
か
ら
は
要
望
に
そ
え

る
よ
う
に
配
慮
す
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

支
所
の
現
状
に
つ
い
て

平
成
平
成
2525
年
1111
月
5
日
に
所
管
事
務
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

日
に
所
管
事
務
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

綺麗になった家庭科室

水
原
中
学
校
改
築
工
事
に
つ
い
て

○
閉
会
中
の
継
続
調
査
事
項
（
3
月
定
例
会
ま
で
）

【期　日】　平成25年11月18日（月）
【会　場】　天朝閣
【出席者】　新発田市議会、村上
市議会、胎内市議会、阿賀野市
議会からそれぞれ正副議長、各
常任委員会正副委員長、議会運
営委員会正副委員長が出席
【概　要】　「人口減少とまちづく
り」と題して新潟県副知事　花角英世氏が講演を行い、新潟県の人口が減
少している現状から、今後の取り組みをお話しいただきました。観光が地
域の活性化に貢献することから、外国人の誘客に大きな伸びが期待できる
ということでした。

阿賀北四市議会議長会連絡協議会
議員研修会を開催しました

【期　日】　平成25年11月６日（水）
【出席者】　議長、議会運営委員
会委員長、広報部会長・副部会長
【概　要】　政策条例「産業経済
振興条例」の制定と、議会報告
会の取り組みについて説明した
後、質疑を含め意見交換をしま
した。

平
成
25
年
11
月
5
日
に
所
管
事
務
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

行政視察受入
（兵庫県伊丹市議会　議会運営委員会）


